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１

新社会人 ・ 学生アルバイトの皆さん、
働き始めてみて、困ったことはありませんか？

たとえば・・・

入社して初めてわかることって
「就職あるある」 ですよね？
でも、中には笑い事じゃ

済まされない、深刻なことも。
そんな、困った時には…

福岡県では労働者支援事務所を
拠点として、皆さんの労働相談を
お受けしています。
令和７年６月２２日には
日曜労働相談会もありますよ！
詳しくは次のページへＧＯ！



開催日

令和 ７年 ７月１４日（月）

令和 ７年 ９月 ８日（月）

令和 ７年１１月１０日（月）

令和 ８年 １月１９日（月）

令和 ８年 ３月 ２日（月）

◆ 出張労働相談会のご案内

労働相談のご案内

◆通常相談（来所相談、電話相談、メールによる相談受付）

受 付 平日（月曜日～金曜日） ８：３０～１７：１５

場 所 北九州労働者支援事務所

（北九州市小倉北区浅野３丁目８番１号 ＡＩＭビル４F）

電話番号 ０９３－９６７－３９４５

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kitakyu-rso@pref.fukuoka.lg.jp （労働相談受付専用）

メールは受付のみで、メールへの回答は電話でおこないます。

◆夜間相談（電話相談のみ）

受 付 毎週水曜日（祝日の場合は翌日） １７：１５～２０：００

※県内４労働者支援事務所で輪番対応

北九州労働者支援事務所では、様々な形で、皆様からの労働相談をお受けしています。

北九州労働者支援事務所のご案内

事前予約制

① 行橋公民館 （ＪＲ行橋駅高架下）
②北九州市立八幡西生涯学習総合センター２F

２０２会議室 （黒崎ゴールド免許センターとなり）

相談会名 会 場

①行橋（京築）
出張労働相談会

開催日の １６：００～１８：００

【予約締切】

前週の火曜日１７時まで

行橋公民館

行橋市西宮市２丁目７－１

（ ＪＲ行橋駅高架下 ）

開 催 日

令和 ７年 ８月１８日（月）

令和 ７年１０月２０日（月）

令和 ７年１２月 ８日（月）

令和 ８年 ２月 ９日（月）

②北九州西部地区（黒崎）
出張労働相談会

開催日の １６：００～１８：００

【予約締切】
前週の木曜日１７時まで

北九州市立八幡西生涯学習
総合センター２F ２０２会議室

北九州市八幡西区黒崎３丁目１５-３

コムシティ ２F

２

mailto:kitakyu-rso@pref.fukuoka.lg.jp


３

労働者支援事務所では、『日曜労働相談会』を 開催します。

職場で生じた様々な問題について、労働者・使用者どちらからも相談をお受けします。

平日はなかなか時間が取れない方も、この機会にぜひ、労働者支援事務所までご相談

ください。

必要に応じて弁護士相談にもお繋ぎします。

（その場合も、まずは職員が相談を伺います。）



４

育児・介護休業法が改正されました
～ 令和７年４月１日から段階的に施行されます ～

①～⑨ ➡ 令和７年４月１日から施行

① 子の看護休暇の見直し

② 所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大

③ 短時間勤務制度（３歳未満）の代替措置にテレワークを追加

④ 育児のためのテレワーク導入

⑤ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

⑥ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備

⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

⑨ 介護のためのテレワーク導入

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や
介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。

⑩～⑪ ➡ 令和７年１０月１日から施行

⑩ 柔軟な働き方を実現するための措置等

⑪ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

電話 ０９２－４１１－４８９４
受付時間：８時３０分～１７時１５分
（土日・祝日・年末年始を除く）

こちらのＱＲコード
からも確認できます

詳しくは福岡労働局雇用環境・均等部へ


